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9月市議会 

乳幼児等・こども医療費助成制度は、健康保険が適用

される医療費について、市が自己負担額の全部又は一部

を助成し、受給者の費用負担を軽減する制度です。 
9 月議会に、「2023 年 1 月よりこども医療費助成制度

の所得制限を見直し、所得基準額以上の世帯の児童への

医療費自己負担額の一部助成を中学３年生まで拡大し、

さらに高校生世代についても所得にかかわらず医療費助

成の対象とする」ことが提案されました。党議員団が長

く求めてきたことが実現します。引き続き、自己負担な

しの完全無料化に向け、奮闘します。 

 

 “義務教育は無償”の憲法どおり、学校給食費は無

償にと党議員団は求めてきましたが、10 月から来年 3
月までの時限事業で小中学校等の給食費が無料に。恩

恵のない就学前児童や私立小中学校生、就学奨励世帯

 9 月 1 日、党議員団と党西宮芦屋地区委員会は、250 項目

の 2023 年度西宮市予算編成要望書を提出しました。当日、

市長はやむを得ない所用で欠席でしたが、北田、田村両副

市長と懇談。冒頭上田地区委員長から、①安部元首相の国

葬に関して市として弔旗掲揚や、黙とうなど弔意を市民に

強制しないこと、②旧統一協会との不適切な関係がないか、

過去にもさかのぼって調査し正すことを求めました。 

 佐藤団長から新しい要望項目を中心に説明した後、コロ

ナ第 7 波の状況について意見交換、懇談しました。市内の

陽性者は第６波の２倍、1 年前の第５波の 10 倍に及び、保

健所業務が相当ひっ迫している状況が語られました。 

  国は医療や保健所の負担軽減のため自治体の判断で

陽性者の全数把握をやめてもよいとの方針を示しました

が、市では 16％のハイリスク者だけを把握した場合、他

の患者の容体急変を見落とすため、届け出項目を簡素化

した上で全数把握を継続するとしました。自宅療養者に

対する支援は引き続き医師会や薬剤師会と連携体制をと

っているとのことでした。 
 「発熱外来の所在はじめ市ホームページがわかりにく

い、改善すべき」との団の指摘に、「広報チームを強化し

改善を急ぐ」と回答しました。（裏面にコロナ関連情報） 

 【現行制度】

制度名称

所得区分 0歳 高1～高3

基準額以上

 【拡大案（令和５年１月から実施）】

制度名称

所得区分 0歳 高1～高3

基準額以上

1歳～小3 小4～中3

通院：800円、入院：3,200円 助成無し(3割負担)

基準額未満

乳幼児等医療費助成制度

1歳～小3 小4～中3

通院：800円、入院：3,200円

基準額未満 通院：無料、入院：無料

こども医療費助成制度

所得基準：扶養義務者(父母等)全員の市町村民税所得割額の合計が235,000円
通院：１医療機関あたり1日800円を限度月２回まで。３回目以降は無料。

入院：定率１割負担（上限：3,200円/月）。３か月を超える入院の場合は４か月目以降無料。

乳幼児等医療費助成制度 こども医療費助成制度

通院：無料、入院：無料

等の児童生徒には1万円

分の電子マネー、プリペ

イドガード、現金が支給

されます。 
党議員団は学校給食

費無償の恒久化をめざ

します。 

要望書を提出する党議員団（右から３人目よ

り左に、佐藤、野口、まつお議員。上田地区

委員長、庄本生活相談所長）と、受け取る北

田副市長（右から 2 人目）、田村副市長（右） 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

コロナかも？    

（A 型 82、B 型 58、計 140 医療機関） 


